
病 棟 体 制

3F 一般病棟（地域包括ケア病床）：32床

当病棟では、1日に8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。

朝8：00〜夕方17：00まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内です

夕方17：00〜朝8：00まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です

4F 医療療養病棟：48床

当病棟では、1日に8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、

8人以上の看護補助者が勤務しています。

朝8：00〜夕方17：00まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は12人以内です

看護補助者1人当たりの受け持ち数は8人以内です

夕方17：00〜朝8：00まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内です

看護補助者1人当たりの受け持ち数は48人以内です 

2025年4月 医療法人真鶴会 小倉第一病院

★WEB掲載が必要なもの



お食事について

当院は以下の届出を行っております。

●入院時生活療養(Ⅰ)
●入院時食事療養(Ⅰ)

・ 管理栄養士により管理された食事を適時適温で提供しています。
※ 厚生労働大臣が定める特別食を提供した際は、

  特別食加算を算定いたします。

保険以外で自己負担していただくものについて

当院では、治療・看護行為やそれに密接に関連した「サービス」「もの」について患者様より費用を徴収す
ることはありません。ただし、以下の項目については患者様の自己負担とさせていただきます。

●個室料： 3,850円（16㎡）、6,600円（20㎡） 、11,000円（26㎡）/ 日 (税込)

●居住費（4階医療療養病棟）：430円 / 日 (税込)

●食事代(1食)：

●特別メニュー食 (希望患者のみ月1回)： 550円 / 回 (税込)

●病衣使用料：ケア・サポート（CS）セット契約

●おむつ代：病棟でご確認ください
●散髪代：1,500円 / 回 (税込)

●テレビ・保冷庫使用料： 165円 / 日 (税込) ※テレビの持ち込みは不可となります

●文書料：文書料表をご確認ください

食事の減額なし 区分Ⅱ 区分Ⅱ（長期入院） 区分Ⅰ 生活保護

550円 270円 220円 130円 負担なし

2025年6月 医療法人真鶴会 小倉第一病院

★WEB掲載が必要なもの



長期入院の医療負担について

特定療養費について
入院期間が通算して180日を超えている方が、その後も入院を継続する場合(選定療養)には、
入院費の一部が保険給付されなくなりますので、差額分は自己負担となります。

※通算とは、同一病名で他医療機関に入院していた期間を含みます。ただし、入院期間が通算して180日
を超えていても「国の定める一定の状態にある」と認められた方は、「特定療養費の対象外」や「経過措置
の対象」となる場合があります。
※入院料の一部とは、入院基本料の15％になります。
※「国の定める一定の状態にある」場合、医師が判定いたします。

他の医療機関での入院期間も通算されますので、退院証明書のご提示や入院期間の
申告など、必要な手続きをお願いいたします。

詳しくは、受付にてご説明いたしますので、お声かけください。

★WEB掲載が必要なもの



●薬剤管理指導料

●ニコチン依存症管理料

●運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

●呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

●脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

●糖尿病合併症管理料

●糖尿病透析予防指導管理料

●慢性腎臓病透析予防指導管理料

●人工腎臓

・慢性維持透析を行った場合1

●導入期加算1

●透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

●腎代替療法診療体制充実加算

●下肢末梢動脈疾患指導管理加算

（連携先： 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院、社会福祉法人 福岡県済生会 八幡総合病院）

当院は、次の施設基準に適合している旨を
九州厚生局に届け出ている保険医療機関です

●在宅血液透析指導管理料

●在宅自己腹膜潅流指導管理料2

●在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の

注2に掲げる遠隔モニタリング加算

●医療機器安全管理料1

●無菌製剤処理料

●静脈圧迫処置（慢性静脈不全に対するもの）

●在宅療養支援病院3

●在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

●下肢創傷処置管理料

●外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

●入院ベースアップ評価料

●電子的診療情報評価料

2026年6月 医療法人真鶴会 小倉第一病院

★WEB掲載が必要なもの



当院入院時の「入院基本料・看護・食事」

地域包括ケア病棟入院料1

●看護職員配置加算 ●食堂加算(食事療養)

療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1

●療養病棟療養環境加算1 ●在宅復帰機能強化加算

●診療録管理体制加算2

●感染対策向上加算3
・連携強化加算

・サーベイランス強化加算

●データ提出加算
●入退院支援加算1 入院時支援加算

●医師事務作業補助体制加算2

●認知症ケア加算2

●口腔管理連携加算
●電子的診療情報連携体制整備加算2

●入院時生活療養（Ⅰ）

●入院時食事療養（Ⅰ）
●療養環境加算

2026年6月 医療法人真鶴会 小倉第一病院

★WEB掲載が必要なもの



文 書 料 表

●休 業 診 断 書

●健 康 診 断 書

●身 体 障 害 者 診 断 書

●死 亡 診 断 書

●厚 生・国 民 障 害 年 金 診 断 書

●証 明 書 ( 通院・領収・その他 )

●生 命 保 険 関 係 診 断 書

●自 賠 責 診 断 書

●そ の 他 特 殊 な 診 断 書

●生 命 保 険 会 社 面 談 料

●診 療 録 開 示 料

●医 証

●診 断 書

●特定疾患臨床調査個人表

●診 療 報 酬 明 細 書 （事務作成）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3,300円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4,400円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1,100円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7,700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7,700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7,700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7,700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1,100円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3,300円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3,300円

2025年10月1日 医療法人真鶴会 小倉第一病院

診断料、検査料は別にいただきます。

★WEB掲載が必要なもの



「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」
の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、

平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる

明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30

年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるもの

ですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその

代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にて

その旨をお申し出ください。

平成30年4月1日 医療法人真鶴会 小倉第一病院

★WEB掲載が必要なもの



室 料 差 額 案 内

●部屋料：室料差額案内

部屋料は､病室によって異なります。有料の部屋を希望される場合は、個人負担になり
ます。希望される場合はスタッフまでお申し出ください。
※長期入院や病状安定時、感染対策等により、ベッド移動をお願いすることがあります。
（ベッド移動は、転棟（一般病棟⇔医療療養病棟）も含みます）

室料（1人） 個 室 個 室 個 室

病室 11,000円 6,600円 3,850円

3階
一般病棟

病室
313（26㎡）

302・303・305
306・307・308
310・311・312

（16㎡）

4階
医療療養病棟

病室
402（20㎡）

401・410・411
412・413
（16㎡）

2021年11月15日 医療法人真鶴会 小倉第一病院

★WEB掲載が必要なもの



一般名処方加算に関して

2025年6月 医療法人真鶴会 小倉第一病院

●厚生労働省による「一般名（成分名）処方」の推進 

厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。銘

柄処方は、使用できる医薬品が限定されますが、一般名処方であれば、どのメーカーのジェネ

リック医薬品でも使用する事ができます。 

●当院の取り組み 

当院も一般名処方の推進につとめています。また、一般名処方にすることは医薬品の供給が不

安定な中にあっても、必要とする患者さんに安定的に医薬品を供給するための方策の一つと考

えています。 ご不明な点は薬剤師にご相談ください。 

令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期

収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己

負担となります。 選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。 

ご理解のほど、よろしくお願い致します。 

★WEB掲載が必要なもの



口腔管理連携加算に関して

当院では、入院中に治療が必要な口腔状態に係る課題（口腔衛生状態の不良や咬合不良等）を

認めた場合は、必要に応じて連携歯科医療機関へ歯科訪問診療を依頼する体制を整備しています。

【連携歯科医療機関】

●しょうの歯科医院

ご不明な点がございましたら、病棟スタッフまでお問い合わせください。

★WEB掲載が必要なもの

2026年6月 医療法人真鶴会 小倉第一病院
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